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この記事のポイント 

〇丸森町は、子育て世帯が子育てと仕事を両立しながら、それぞれのライフスタイルに

合わせた働き方としてテレワークができる環境を構築するため、株式会社 LIFULL及

びまるもりんく株式会社と、令和６年 10月 12日包括連携協定を締結します。 

〇本年８月からテレワーカー育成講座を開催。受講生はテレワークの基礎を学び、まる

もりんく株式会社のサポートのもと、株式会社 LIFULLから提供される仕事をテレワ

ークにより始めることができます。 

〇最終回の第５回講座では講座修了式を行い、併せて協定締結の公表をします。 

丸森町は、株式会社 LIFULL（本社：東京都千代田区）及びまるもりんく株式会社（本社：丸森町）と、子
育て世帯のテレワーカー育成環境構築に関する包括連携協定を締結します。本協定は、子育て世帯が暮
らしやすい町を目指し、子育てと仕事を両立しながら、それぞれのライフスタイルに合わせた働き方ができ
るテレワークの機会の提供及び持続的な環境を構築することを目的としたものです。（別紙参照：協定に
よる取り組み及び３者の役割） 

テレワークの基礎を習得するため、本年８月から全５回にわたり「テレワーカー育成講座」を開催してき
ました。講座内容はテレワークツールや Excelの基礎、SNS運用や WEB ライティングの基本などです。今
後、希望者は、まるもりんく株式会社のサポートのもと、株式会社 LIFULLが運営する LIFULL FaMから提
供される仕事をテレワークにより始めることができます。 

つきましては、以下のとおりテレワーカー育成講座の最終回を実施後、講座修了式を行い、併せて協定
締結について公表をしますので、お知らせいたします。 

＜第５回講座（最終回）＞ 

１．開催日時 令和６年１０月１２日(土) 14：00～16：00 

２．会   場 丸森町保健センター（丸森病院隣） 

３．講座内容 ・これまでの講座の振り返り、アクションプラン作成、テレワークでの仕事の案内 

         ・卒業セレモニー（15：15頃～）、記念撮影 

過疎地でもライフスタイルに合わせた働き方を！ 

丸森町 × 株式会社 LIFULL × まるもりんく株式会社による 

テレワーカー育成環境構築に関する包括連携協定を締結します 
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